
 

市民意見応募手続（パブリックコメント）の結果について 

 

１ 意見募集期間 

令和２年１１月２７日（金）から令和２年１２月２８日（月）まで 

 

２ 周知方法 

（１）市ホームページへの掲載 

（２）市窓口での閲覧及び配布（各区の市政情報コーナー、健康づくり推進課、図書館、生涯学習センター、 

生涯学習交流館） 

（３）静岡市静岡歯科医師会及び静岡市清水歯科医師会報に同封送付 

（４）公立こども園、私立こども園・保育園へのフッ化物洗口継続手続案内に同封送付 

（５）障害福祉サービス事業所、手をつなぐ育成会への研修会等の案内に同封送付 

（６）静岡商工会議所会員メールによる周知 

（７）SNS（Facebook, Twitter）への投稿 

（８）静岡新聞への掲載 

 

３ 意見提出の状況 

応募者数 １６６人 意見数 ２０７件 

提出方法（件）  居住地（人）  年代（人） 

FAX 133  葵区 87  19歳以下 3 

電子申請 13  駿河区 42  20代 23 

持参 17  清水区 32  30代 20 

郵便 3  その他 5  40代 31 

計 166  不明 0  50代 35 

   計 166  60代 28 

      70歳以上 12 

      不明 14 

      計 166 

職業（人） 

歯科専門職 64 

歯科以外の医療専門職 10 

教育職 7 

介護職 4 

学生 5 

その他 58 

不明 18 

計 166 

 



 

４ 意見の内容 

基本方針１「いつでも」 

乳幼児期 16 

113 

学童期 13 

思春期 14 

成人期 51 

高齢期 18 

その他 1 

基本方針２「だれでも」 

障がい児・者 24 

30 

要介護者 1 

妊産婦 2 

入院患者 3 

被虐待児 0 

基本方針３「どんなときも」 災害時 10 10 

基本方針４「環境整備・連携強化」 環境整備・連携強化 25 25 

基本方針５「データの利活用」 科学的根拠 2 2 

基本方針１～５以外  60 60 

※複数のカテゴリにまたがる意見を別途集計しているため、合計は意見数（２０７件）と一致しません。 

 

５ 意見の反映 

A:計画に反映させる 17 

B:計画に登載済 49 

C:今後の取組の参考とする 49 

D:その他・感想等 92 

計 207 

 


